
 

  

１月 20 日の 16 時から町内各小中学校児童会・生徒会の代表者による「児童会・生徒会交流

会」が、オンライン（ZOOM）で開催されました。 

はじめに、それぞれの学校が「児童会・生徒会活動の紹介」をしました。あいさつ運動や募金

活動など、各校の取組みをわかりやすく説明しました。また、吉川中学校の生徒会は、11 月に

大阪府議会議場で行われた大阪府中学校生徒会サミットの報告をしました。小学生のアンケー

トには、中学生になったら自分も出てみたいと書かれていました。 

その後、「来年度は義務教育学校開校！どんな学校にしたい？」をテーマに、９学年が一緒に

過ごす義務教育学校で、どのような取組みをしてみたいか、具体的な取組みを出し合いました。

司会を務めた中学生が、事前に各校でまとめた意見を聞き、「あいさつ運動の実施」、「１～９年

生での縦割り清掃」、「全学年や地区ごとの遊び」など、来年度をイメージした活動が多く出され

ました。小学生と中学生が同じ学校で過ごす中、どのような交流をすることができるかを一生

懸命に考えてくれているのが伝わってきました。 

児童会や生徒会が主体的に活動することで、

新しく開校する義務教育学校においても、みん

なが行きたいと思う学校を創ることができる

のではないかと思います。今回の交流会のよう

に、来年度も豊能町の子どもたちが交流できる

機会を積極的に設定していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 東ときわ台小学校の閉校イベントが開催されます。 

 これまでの東ときわ台小学校の歴史を振り返ることができ

るイベントが、たくさん企画されています。ぜひ、ご来校く

ださい。 

■日 時：令和８年２月 28日（土）13：45～16：00 

■場 所：豊能町立東ときわ台小学校 体育館・校舎 

■内 容：在校生による舞台発表・合唱・パインパンの販売 

記念ボールペンの配付・卒業生の関本昌平氏によ 

る記念演奏会・特別プロジェクションマッピング公開など 

     あの先生と出会えるかも？  

■駐車場：学校グラウンド 

■お願い：上履きなどの履物をご持参ください。 

とよの西学園のきまり（７～９年生）について 

 令和７（2025）年 12月に保護者の方に配布しました「義務教育学校豊能町立とよの西学園学

校説明会資料（令和７年 12月）」（冊子）の 23ページに、「とよの西学園のきまり（１～９年生）」

を記載しておりますが、「７～９年生向けのきまり」をお知らせします。きまりの内容は、現吉

川中学校のきまりとなっています。児童生徒が学校のきまりの意味を理解し、自主的に守るこ

とができるよう、内容や必要性について、開校後に児童生徒や保護者等と議論する機会を設け、

必要に応じて見直していきます。児童生徒が安心して過ごすためのきまりです。しっかり守っ

て楽しい学校生活をつくっていきましょう。 

 

保幼小中一貫教育だより ～豊かな自然と豊かな人材で豊かなこどもを育てる～ 
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令和７年度 豊能町児童会・生徒会交流会 －オンライン開催－ 

 

豊能町立東ときわ台小学校 閉校イベント 

東と小 ありがとう  
～感謝の日～ 

 

 

 

 

 

詳しい情報は 

こちらから！ 

 

参加した児童生徒の感想 

・これを毎年のように続けると、どのような学校が完成するのか気になりました。（小学生） 

・初めてのリモートで緊張したけど、思いつかなかったアイデアも出て楽しかった。（小学

生） 

・ここで話し合ったことをもとに、新しい学校をつくっていけたらいいと思った。（中学生） 

・他の学校の意見を活用して、もっといい学校をつくっていきたいと思いました。（中学生） 

１．ベルト  色は黒・紺・茶とし、無地のベルトとする。 

２．靴    通学と体育の授業に用い、運動に適したもの。ハイカットの靴は使用しない。 

       クラブ活動時はクラブ活動に適したものを用いる。 

３．ソックス 色は自由。ルーズソックスは認めない。 

       女子のストッキングは着用してもよいが、無地でベージュと黒に限る。 

       入学式・卒業式については、白のソックスを着用する。 

４．カバン  特に指定はないが、実用的で色・デザインが派手でないものを用いる。 

５．頭髪   清潔感のある髪型を心がける。 

       パーマをかけたり、染めたり、脱色したりしてはいけない。 

       肩より長いときは、くくるのが望ましい。 

       ゴムの色は自由、ピン止めは色・デザインが派手でないものを用いる。 

６．雨具   傘・レインコート・雨靴は色・デザインが派手でないものを用いる。 

※全体的に学校での集団生活・体育などの授業での活動に本人及び集団として支障のないものを 

着用・使用すること。 


